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申込日　　  年　　月　　日

ふりがな    性別  生年月日

京都大学職員組合　加入申込書

所属部局：    部署：   

職種／職名：       　　(例：教員／准教授) 

雇用形態：　□常勤　□有期雇用　□時間雇用　□再雇用　□その他（　　　　　　　　

組 合 費：　■給与控除(通常はこちら）　□給与控除以外の徴収法を希望(　　　　　　)

E-mai l：    ＠

連絡先

お申し込み

連絡先

京都大学職員組合 事務所
〒606-8317京都市左京区吉田本町
TEL：075-761-8916
FAX：075-751-8365
内線：7615(本部地区)
Email：office@g.kyodai-union.gr.jp
URL：http://www.kyodai-union.gr.jp

あなたも組合に！あなたも組合に！

FAX:075-751-8365
http://join.kyodai-union.gr.jp

ご記入頂いた事項は「個人情報
の保護に関する法律」を遵守
し、組合活動情報のご提供、組
合費徴収などの事務のために適
切な取り扱いをいたします。

①

時間雇用教職員の

病気休暇が
有給化
　京都大学法人は、来年度に向けた就業規則の改
正において、現在無給である時間雇用教職員の病
気休暇を有給で取り扱うことを示しました。
　法人化直後の 2005 年に職員組合の団体交渉に
おいて、無給ながら 10 日間の病気休暇を獲得し
以来、有給化を求めて交渉を重ねてきました。大
学側が示した経過資料にも、職員組合が継続的に
団体交渉で要求してきた事実が示されています。

　職員組合としては、いま、新型コロナウイルス
感染症が拡がる状況に鑑み、来年度を待たず今年
度からすぐに病気休暇の有給化を求める要求書を
提出 ( 次頁参照）したところ、京都大学法人もこ
れに応じ、3 月から有給の病気休暇が取得できる
こととなりました (3/2 に通知あり )。
　この間、要求運動が実を結び、通勤手当も復活
支給されることになりました。待遇改善には粘り
強い取り組みが必要です。それを支えているのは
組合員の力です。支える組合員が多くなれば、そ
れだけ、待遇改善の実現は加速します。教職員の
みなさんの組合加入をよびかけます。

病気休暇が
有給化 しかも、

3月から



②

職員組合は、下記の要求書を総長宛に提出しました。
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関連情報を職員組合の公式Webサイトにも掲載していますので、ご覧ください。

http://www.kyodai-union.gr.jp/
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③

ハラスメントについて
　妊娠・出産・育児に関しては、10% 程度
の回答者がハラスメントを経験しているよう
です。ハラスメントを受けたことについての
相談については、約 12% が「誰にも相談で
きなかった」、約 40％が「誰かに相談した」
と回答しています。職場の相談体制が一定程
度機能している様子がうかがえます。一方で、
育児休暇を取得したことにより、不利益な勤
務評定あった旨の記述も見られました。

職場環境について
　アンケートの設問が的を射ていなかったの
か、「該当項目なし」が多数を占めてしまい
ました。比較的多かったのが、「休憩時間に
ゆっくりできる場所がない」とあり、教職員
が利用しやすい休憩施設の不足がうかがえま
す。次いで多いのが「執務室が暑い／寒い」
でした。

業務内容、休日・休暇、超過勤務
　業務内容については、約 20％が「業務量
が多い」と回答しています。休日・休暇に
関しては「休日出勤の振替休・代休が取れ
ない」という回答が 9 割近くあり、改善を
必要とする重要な課題です。
　超過勤務については、最も多い月で「60
～80 時間」との回答が約 44% あり、先述の
「業務量が多い」の回答率と符合します。一
方、約 8 割が「サービス残業はない」と回
答しています。

有期雇用について
　「業務に慣れた職員が雇用期限で辞めた
後、部署の業務が滞ると感じる」という回
答が約 37% あり、約 9 割が「有期雇用の職
員を無期雇用にすることに賛成である ( 条件
付き賛成も含む）」と回答しています。

「職員の勤務条件改善のための
アンケート」概況

　職員組合では、昨年 12 月より「職員の
勤務条件改善のためのアンケート」に取り
組んでいます。既にアンケートにご回答い
ただいた方には、ご協力に感謝申し上げま
す。現在、回収と集計を並行して作業して
いますが、今号では中間報告的に、集約さ
れているアンケートの概況をご案内いたし

アンケート継続中！
下記 URL や右 QR コードより PC・
スマホにて回答できます (3月末迄 )。
http://www.kyodai-union.gr.jp/enq/2019-20/



2019年度［第7号］発行:2020年3月2日

④

が育児休業を取得したきっかけは、同
じ職場の先生との何気ない会話でし

た。野外演習からの帰りの電車で、「第一子
の時は海外単身赴任で毎回帰る度に忘れられ
ていて辛かったですし、父親として育児にほ
とんど関われず妻に負い目を感じています。
次の子がもうすぐ生まれるので今度は育児も
頑張らないと。」というような話をしたとこ
ろ、その先生に「育休取らないんですか？」
とカジュアルに背中を押していただき、育休
取得を真剣に考えるようになりました。その
後、多くの方々に授業担当や学務の調整、事
務手続き等にご尽力いただき、４ヶ月の育児
休業を取得できることになりました。

ざ育休が始まってみると、最も大変な
新生児育児ではほとんど戦力になれず

（オムツ替えはできても寝かしつけに挫折…
ネット上に溢れている「赤ちゃんを簡単に泣
き止ませる方法」のなんと役に立たないこ
と！）、結局第一子と長く時間を過ごすこと
になりました。結果的には、こうして上の子
とようやくまともに関われたことが、育休を
取得して一番良かった点でした。といっても、
上の子もママと過ごしたい時がある（多い）
ので、父子関係の構築もすんなりと行ったわ
けではありませんでした。毎日公園に行って
遊び、たくさんコミュニケーションを取るこ
とを通じて、徐々に親として認められていっ
たように感じます。

休中に一番辛かったのは、育児のため
に休業してるのに育児に貢献できてい

ない「パパ役立たずタイム」が少なからずあっ
たことで、このような時は仕事さえしてれば
よい方が正直よっぽど楽だと感じました。こ
の点は、新生児育児にもめげずにもっと直接
的に関わればよかったと、少し後悔が残って
います。

のように私の育休経験は、「大変だが、
報われる」ものでした。ただ、これは

人によって体験が異なるかもしれません。先
日テレビで目にした育休中の男性へのインタ
ビューで、「時間を持て余してます」と話し
ていたのが私には衝撃的でした。（そんな手
のかからない子どもなんているのだろう
か。。）父親育休を取る方が良いのか、取った
場合にどのような体験をするのかは、その親
子それぞれでケースバイケースでしょうが、
私は育休を取って本当に良かったと思ってい
ます。同時に、職場でご協力いただいた方々
に心から感謝しています。

様の境遇にある同世代の話を聞くと、
父親の育休取得に極めて消極的な職場

も未だ決して珍しくなく、このような恵まれ
た職場で働けていることが幸運であったと感
じます。そして、育休取得の機会がある男性
が周りにいたら、私もぜひ、背中を押し、応
援し、協力したい。
そうして父親の育児
休業が当たり前の世
の中になっていって
ほしい、と願ってい
ます。

父親の育児休業
File No.01

理学研究科 原田裕己
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